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宇
治
・
槙
島
地
域
を
中
心
に
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今
年
に
な
っ
て
、
市
内
で
不
審
火
に
よ
る
火
災
が
多
発
、
三
月
二
十
二
日
ま
で
に
十

五
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
三
月
十
五
日
に
三
件
、
十
七
日
に
一
件
、
十
八

日
に
四
件
、
二
十
日
に
一
件
の
火
災
が
連
続
し
て
発
生
し
ま
し
た
。
市
消
防
本
部
で
は

特
別
警
備
体
制
を
と
り
、
共
同
住
宅
の
空
き
室
の
実
態
把
握
や
夜
回
り
の
強
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も
、
空
き
家
や
物
置
な
ど
、
日
常
目
の
届
か
な
い
場

所
は
必
ず
施
錠
す
る
、
家
の
周
り
に
紙
く
ず
な
ど
の
可
燃
物
を
置
か
な
い
な
ど
、
放
火

さ
れ
に
く
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

今
回
の
連
続
放
火
と
み
ら
元
る

火
災
は
、
三
月
十
吾
早
前
七
時

五
十
八
分
に
横
島
町
ノ
坪
で
空

き
家
が
全
焼
し
た
の
に
続
い
て
、

伊
勢
田
町
ウ
ト
ロ
で
倉
庫
、
｀
宇
治

東
内
で
空
き
家
が
全
焼
、
午
後
零

時
五
分
ま
で
の
四
時
間
半
で
三
件

の
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
十
七
日
に
は
横
島
町

吹
前
で
倉
庫
が
全
焼
、
さ
ら
に
十

八
日
午
前
中
に
は
、
横
島
町
落
合
、

1▲白昼放火で燃える空き家（20日午前11時9分、宇治若森で）

宇
治
矢
落
、
宇
治
弐
番
、
宇
治
東

内
の
空
き
家
や
ア
パ
ー
ト
か
ら
連

続
し
て
火
災
が
発
生
、
建
物
參
手

半
焼
。
一
日
お
い
て
、
二
十
日
午

前
十
一
時
九
分
に
は
、
宇
治
若
森

の
空
き
家
が
余
現
に
歪
し
た
。

今
回
の
一
連
の
火
災
は
、
い
ず

れ
も
無
人
の
建
物
か
ら
出
火
し
て

お
り
、
発
生
時
間
も
午
前
に
集
中

す
る
な
ど
、
昼
間
の
明
る
い
時
間

帯
名
皿
っ
た
放
火
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
も
、
建
物
に
直
接
放
火

す
る
の
で
は
な
く
、
紙
や
ダ
ン
ボ

ー
ル
、
ワ
ラ
な
ど
を
用
い
て
い
ま

す
○
’
、
・

市
消
防
本
部
で
は
三
月
十
八
日
、

市
民
の
生
命
と
財
産
奪
マ
る
た
め

消
防
団
と
合
同
で
「
不
審
火
の
続

発
に
伴
ラ
特
別
警
備
体
制
」
検
討

会
議
を
開
催
。
①
広
報
車
四
台
に

よ
る
市
民
へ
の
警
戒
呼
叩
掛
け
の

続
行
②
マ
ン
シ
ョ
ン
か
除
ぐ
共
同

住
宅
三
百
三
十
三
棟
に
つ
い
て
、

宇
治
、
横
島
地
域
を
中
心
と
し
た
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空
き
室
状
況
の
実
態
把
握
調
査
③

非
常
時
に
お
け
る
非
番
署
員
の
出

動
体
制
の
再
確
認
と
徹
底
か
荻
め
、

取
り
組
み
か
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
消
防
団
も
宇
治
、
横
島

分
団
地
堺
と
隣
接
分
団
地
域
に
あ

ゑ
苦
置
な
ど
の
実
態
調
査
と
警

戒
な
ど
夕
実
施
し
て
い
水
子
。

放
火
な
ど
火
災
防
止
へ

市
民
ぐ
る
み
で
防
衛
を

放
火
金
匹
全
に
予
防
す
る
こ
と

は
、
極
め
て
困
難
で
す
。
し
妬
し
、

放
火
に
よ
る
火
災
が
現
実
に
発
生

ト
留
守
中
に
出
火
。
こ
の
日
四
件
目
の
不
審
火

（
1
8
日
午
後
1
時
1
5
分
、
宇
治
東
内
で
）

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
民
ぐ
る

み
で
放
火
さ
れ
な
い
よ
ｙ
つ
に
す
る

な
ど
、
積
極
的
な
火
災
予
防
対
策

を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
市
消
防
本
部
で
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
次
の
こ
と
を
呼

び
か
け
、
協
力
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。出

か
け
る
前
に

隣
に
声
か
け
て

▽
空
き
家
、
物
置
、
車
庫
な
ど
日

常
、
監
視
の
行
き
届
か
な
い
場

所
は
、
必
ず
施
錠
す
る
。

▽
建
物
の
周
り
に
、
紙
く
ず
、
木

材
な
ど
の
可
燃
物
を
置
か
な
い
。

▽
出
か
け
る
前
に
は
、
隣
近
所
に

呼
び
掛
け
て
外
出
す
る
。

▽
共
同
住
宅
の
共
同
部
分
や
路
地

な
ど
の
出
入
り
し
や
す
い
場
所

に
、
’
可
燃
物
を
辰
置
し
な
い
。

▽
不
審
者
か
見
か
け
た
ら
警
察
へ

連
絡
す
る
。

▽
夜
間
、
屋
外
は
努
め
て
明
る
く

す
る
。

▽
近
隣
の
連
帯
意
識
奎
局
め
、
放

火
さ
れ
に
く
い
環
境
づ
く
り
を

進
め
る
。

巡
視
体
制
の

確
立
を

▽
廊
下
、
通
路
、
階
段
、
洗
面
所

｀
な
ど
、
死
角
と
な
る
場
所
に
可

燃
物
を
置
か
な
い
。

▽
消
火
用
具
を
設
置
す
る
と
と
も

▲防火は大丈夫か一一一空き室実態調査を行う消防署員

（22日、宇治で）

433

不
審
者
見
か
け
た
ら
1
1
0
番

に
、
巡
視
体
制
か
確
立
す
る
。

▽
通
常
監
視
体
制
の
な
い
倉
庫
、

物
置
に
は
施
錠
す
る
。

▽
営
業
し
て
い
る
建
物
で
は
、
従

業
員
な
ど
関
係
者
で
防
火
意
識

の
高
揚
に
努
め
る
。

施
錠
を

忘
れ
ず
に

▽
敷
地
と
建
物
内
へ
侵
入
さ
れ
な

い
ぶ
っ
、
防
止
措
置
を
行
う
。

▽
休
日
・
夜
間
な
ど
の
巡
視
体
制

を
確
立
す
る
。

▽
敷
地
、
建
物
周
辺
に
置
い
て
あ

る
可
燃
物
か
整
理
吏
ぽ
除
去

す
る
。
‘

▽
放
火
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

所
は
、
努
め
て
不
燃
化
か
促
進

す
る
。

連続不審火の発生場所（3月22日現在）

〔
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扇
回

1
7
1
潜
□（

番
号
は
発
生
順
）

①
3
月
1
5
日
午
前
7
時
5
8
分
、
横
島
町
一
ノ
坪

（
空
き
家
）

②
同
日
午
前
8
時
5
5
分
、
伊
勢
田
町
ウ
ト
ロ
（
倉

庫
）

③
同
日
午
後
零
時
5
分
、
宇
治
軍
内
（
空
き
家
）

④
1
7
日
午
後
2
時
1
5
分
、
横
島
町
吹
前
（
倉
庫
）

⑤
1
8
日
午
前
7
時
5
分
．
棋
島
町
落
合
（
新
築
中

の
住
宅
）

⑥
同
日
午
前
1
0
時
4
0
分
、
宇
治
矢
落
（
ア
パ
ー
ト

空
き
室
）

⑦
同
日
午
前
1
1
時
3
5
分
、
宇
治
弐
番
（
ア
パ
ー
ト

空
き
室
）

⑧
同
日
午
後
零
時
5
8
分
、
宇
治
東
内
（
留
守
中
の

住
宅
）

⑨
2
0
日
午
前
い
1
1
時
9
分
、
宇
治
若
森
（
空
き
家
）

消
防
本
部
は
特
別
警
備
体
制

不審日が続

発
悪質 空家、留守宅を狙う
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